
様式第1－1号

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・ 四本康久）％

…号 8－／

経費項目 蓉露･研修費･広聴癖費･霊調肯銅貴･簔竈･鮮卜愉費･露霜･事鑑･事諦漬･人1積

内 ・容 新聞購読料（日本教育新聞）

年月 日 令和学年7月6日~令和 年 月 日 金額 2,750円

目的 県政･社会情勢

使途 z-Zﾉ年7月購読料
政務活動.

県政との

関連性

県政･教育等の情報を収集し、政策や質問の参考にする
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

2,750円
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政務活動費支出額(a×b)政務活動費支出額(a×b)

2,750円



様式第1~－1号

整吾雲号 ’ 3－2

支出証拠書

(会v嘩・議員氏名ふじのくに県民クラブ． 四本康久）

経費項目 調傘･研修費･広聴広識費蕊調謂霞墳･会議費･鐸w露熱購入貴喜務費蓑瀞漬･人件費

内 容 }瀞杉小鯛'八壕
年月 日 重ﾝz葬り月10日～ 年 月 日 金額 『和円

目的 畷杉山剤止渓
使途 膨亟代
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富士山本宮浅問大社
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利用時間

24時間

料

1時間毎

24時間最大

金

200円

1,500円

利用時間

24時間

料金

1時間毎| 200円

24時間最大'1,500円
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様式第1－1号

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・ 四本康久）跡

一再.ゾ

経費項目 謹艤研修費聴蟻費霊謝講艤憤会蕾資糾鰄費資料購入費函亭翻費人件費
内 容 笈
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年月 日 シレ隼ｸ月/ﾁ白～ 年 月 日 金額 jy 円

目的 脅料'|}妙封
使途 銃挫茅
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政務活動

県政との

関連性 俳泳r苧{の'胸嫉縦
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領収書金額(a)
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政務活動費支出額(a×b)
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様式第1－2号

「…号司r3-4

支出証拠書（各種団体会費）

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・ 四本康久）"6

案分の理由 ．

鹿z識嚇茨鰯に
かか計宛沙鯵さ．

領収書金額(a) 案分率(b) |政務活動費支出額(a×b)

経費項目 調鋤費.研修費

内 容 ﾍﾉPC錫人YUAﾉOりんひ!/")農具会愛
年月 日 アレ年ブ月/凶日～ 年 月 日 金額 具1r汐円

会の趣旨。

目 的
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会の活動

内容等
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政務活動。

県政との

関連性

念埼 薙溌z偶那た'|肴報や食からの耗側ﾙヒモ
に五味っ-6-3。

く領収書貼付枠＞

死､′<ﾊ灘峨ﾜ月旧ﾙ強船30圓
含余千M月へ公蜘夕島州譽で州賊-魂恥，
3000門×恥ﾊ=zz-"F)
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| YUNOどん4
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特定非営利活動法人YUNOどんぐりの会定款

第1章 総則

（名称）

第1条この法人は、特定非営利活動法人YUNOどんぐりの会という。

（事務所）

第2条この法人は主たる事務所を、静岡県富士宮市に置く。

第2章 目的及び事業

（目的）

第3条この法人は、広葉樹を植樹し保全管理する活動により、富士宮市の柚野地域を中

心に自然環境の保全を図り、地域住民や全国からこの地に訪れる人々に實善の塲葬程心に自然環境の保全を図り、地域住民や全国からこの地に訪れる人々に寛ぎの場を提

供し、自然と共生する優しい心を醸成することにより、社会に貢献することを目的と
する。 ．

さらに、水源酒養林や動物にも優しい環境の再生に寄与することを目的とする。

（特定非営利活動の種類）

第4条この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法（以下「法」 と
いう。）第2条別表のうち、次の活動を行う。

（1）環境の保全を図る活動

（事業）

第5条この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行
う。

（1）広葉樹林づくり

（2）広葉樹林・里山の啓発活動

（3） その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章会員



｣

（種別）

第6条この法人の会員は正会員をもって法上の社員とする。

正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体

（入会）

第7条会員として入会しようとする者は、会長が別に定める入会申込書により、会長に

申し込むものとし、会長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

2会長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって

‘ 本人にその旨を通知しなければならない。

（年会費）

第8条会員は、総会において別に定める年会費を納入しなければならない。また、年度

途中で入会する会員は、入会時に年会費を納入しなければならない。

（資格の喪失）

第9条会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

（1）退会届を提出したとき。

②本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

（3）継続して1年以上会費を滞納したとき。

（4）除名されたとき。

（退会）

第10条会員は､会長が別に定める退会届を会長に提出して任意に退会することができる。

（除名）

第11条会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名するこ

とができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければな

らない。

（1）この定款等に違反したとき。

②この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

（拠出金品の不返還）

第12条既に納入した会費及びその他の拠出金品は、返還しない。



第4章役員

（種別及び定数)．

第13条この法人に次の役員を置く。

（1）理事3人以上20人以内

’ （2）監事1人以上2人以内

2理事のうち、 1人を会長、 1人以上2人以下を副会長とする。

（選任等）

第14条理事及び監事は総会において選任する。

2会長及び副会長は、理事の互選とする。

3役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族

が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員

の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

（職務）

第15条会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2会長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。

3副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長が

あらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

4理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、こ

の法人の業務を執行する。

5監事は、次に掲げる業務を行う。

(1)理事の業務執行の状況を監査すること。

②この法人の財産の状況を監査すること。

（3）前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は

法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会

又は所轄庁に報告すること。

④前項の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

（5）理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、

若しくは理事会の招集を請求すること。 ．

， （任期等）

第16条役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後

L



最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

3補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者

の任期の残存期間とする。

4役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行

わなければならない。

（欠員補充）

第17条理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なく

これを補充しなければならない。

（解任）

第18条役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任するこ

とができる。 この場合、その役員に対し議決する前に弁明の機会を与えなければ

ならない。

(1)職務の遂行に堪えないと認めるとき｡．

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

（報酬等）

第19条役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

第5章会議

?

（種別）

第20条この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。

2総会は、通常総会及び臨時総会とする。

（総会の構成）

第21条総会は、正会員をもって構成する。

（総会の権能）

第22条総会は、以下の事項について議決する。



(1)定款の変更

②解散及び合併

(3)会員の除名

④事業計画及び予算

(5)事業報告及び決算

(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬

(7)会費の額

(8)借入金（その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第48条にお

いて同じ｡）その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(9)事務局の組織及び運営

(10)その他運営に関する重要事項

（総会の開催）

第23条通常総会は、毎年1回開催する。

2臨時総会は、次の各一号に該当する場合に開催する。

． (1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。

(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面をもって招集の請求があ

ったとき。

（3）監事が第15条第5項第4号の規定に基づいて招集するとき。

（総会の招集）

第24条総会は、前条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。 、

2会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日か

ら30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3総会を招集するときには、会議の日時､場所、 目的及び審議事項を記載した書面等

をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

（総会の議長）

第25条総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

（総会の定足数）

第26条総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

（総会の議決）

第27条総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事



項とする。

2総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって

決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

（総会での表決権等）

第28条各正会員の表決権は、平等なものとする。

2やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項

について、書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として

表決を委任することができる。

3前項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条第2項、第29条第1項第2

号及び第49条の適用については、総会に出席したものとみなす。

4総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わる

ことができない。

（総会の議事録）

第29条総会の議事録については､次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

（1） 日時及び場所

(2)正会員総数及び出席者数（書面表決者等又は表決委任者がある場合にあっては、そ

の数を付記すること｡）

(3)審議事項

（』議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人以上が、記名押印

しなければならない。

（理事会の構成）

第30条理事会は、理事をもって構成する。

（理事会の権能）

第31条理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。

（1）総会に付議すべき事項

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項．

（3）その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

（理事会の開催）

第32条理事会は、次に掲げる場合に開催する。

(1)会長が必要と認めたとき。



②理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の

請求があったとき。

(3)第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

（理事会の招集）

第33条理事会は、会長が招集する。

2会長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日

以内に理事会を招集しなければならない。

3理事会を招集するときは、会議の日時、場所、 目的及び審議事項を記載した書面等

により、少なくとも開催の日の5日前までに通知しなければならない。ただし、緊急を

要し、理事の3分の2以上の承諾が得られるならばその限りでない。

（理事会の議長）

第34条理事会の議長は、会長がこれにあたる。

（理事会の議決）

第35条理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した

事項とする。

2理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。

（理事会の表決権等）

第36条各理事の表決権は平等なるものとする。

2．やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項

について書面若しくは電磁的方法をもって表決することができる。

3前項の規定により表決した理事は､前条第2項及び第37条第1項第2号の適用につ

いては、理事会に出席したものとみなす。

4理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わる

ことができない。

（理事会の議事録）

第37条理事会の議事については､次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

（1）日時及び場所

(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名（書面表決者等にあっては、その旨を付記するこ

と｡）

一＝ロー－言 晶 マ ー



(3)審議事項

④議事の経過の概要及び議決の結果 ．

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印

しなければならない。

第6章資産及び会計

（資産の構成）

第38条この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)設立の時の財産目録に記載された資産

(2)会費

(3)寄付金品

（4）財産から生じる収益

(5)事業に伴う収益

（6）その他の収益

（資産の区分）

第39条この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。

（資産の管理）

第40条この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に

定める。

（会計の原則）

第41条この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

（会計の区分）

第42条この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。

（事業計画及び予算）

第43条この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、会長が作成し、総会の議決を経なけ

ればならない。



（暫定予算）

第坐条前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会

長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用

を講ずることができる。

2前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

（予算の追加及び更正）

第45条予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、規定予算の

追加又は更正をすることができる。

（事業報告及び決算）

第46条この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する

書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会

の議決を経なければならない。

2決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

（事業年度）

第47条この法人の事業年度は､,毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。

（臨機の措置）

第48条予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、

又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第7章定款の変更、解散及び合併

（定款の変更）

第49条この法人が定款を変更しようとするときは､総会に出席した正会員の4分の3以

上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更す

る場合、所轄庁の認証を得なければならない。

（1） 目的

(2)名称

（3）その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類

④主たる事務所及びその他の事務所の所在地（所轄庁変更を伴うものに限る｡）

(5)社員の資格に関する事項



(6)役員に関する事項（役員の定数に関する事項を除く｡）

(7)会議に関する事項

(8)その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項

(9)解散に関する事項（残余財産の帰属すべき事項に限る｡）

(10） 定款の変更に関する事項

（解散）

第50条この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の決議

②目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)正会員の欠亡

④合併

(5)破産手続き開始の決定

(6)所轄庁による設立の認証の取消し

2前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員の4分の3以上の承諾

を得なければならない。

3第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

4 この法人が解散したときは､理事が清算人となる｡

（残余財産の帰属）

第51条この法人が解散（合併又は破産手続き開始の決定による解散を除く｡）したとき

に残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において決定した者

に譲渡するものとする。

（合併）

第52条この法人が合併しようとするときは､総会において正会員総数の4分の3以上の

多数による議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第8章公告の方法

（公告の方法）

第53条この法人の公告は､この法人の掲示板に掲示するとともに､官報に掲載して行う。

第9章事業部及び事務局



（事業部の設置）

第54条この法人に、この法人の業務を処理するため、事業部を設置することができる。

2事業部には、事業部長を置くことができる。

3事業部長は、会長が任免する。

（事務局の設置）

第55条この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。

2事務局には、事務局長及び職員を置くことができる。

3事務局長及び職員は、会長が任免する。

（組織及び運営）

第56条事業部及び事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会

長が別に定める。 ：

第10章雑則

（細則）

第57条この定款の施行について必要な細則は、

る。

理事会の議決を経て、会長がこれを定め

附則

l この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。

会長 松永泰然

匡
衣会

事
事
事
事
事
事
事
事
事
事

副
理
理
理
理
理
理
理
理
理
理 '



〔

1理事

監事

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の

成立の日から平成28年6月30日までとする。

4 この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の

定めるところによる。

5 この法人の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、この法人の成立の日

から平成28年6月30日までとする。

6 この法人の設立当初の年会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

この法人の

設守総会の

(1)正会員

(帥正会員

個人

団体

3,000円：

10,000円

［

これは、当法人の定款である。

静岡県富士宮市上柚野592番地

特定非営利活動法人YUNOどんぐりの会

理事 松永泰然



様式第1－1号

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・ 四本康久）万7

領収書金額(a) 案分率(b) |政務活動費支出額(a×b)

菱鵠鰯に
八弐一西ふふ

垂筆舌 3一女

経費項目 蛾･研修費･広聴広報費要識標誌鰻会議費資料鰄費資料購入費薑務費･義銅貴人f債

内 容 職4，－也昇誕論匁一搦厭
年月 日 ﾌ〆ｸ月/7日～ 竿月 日 金額 _ﾕｰヶb 円

目的 錫ヤレ他県証我ヤシマー協闇
使途

L "

鰯亟代
政務活動

県政との

関連性 せる

もも Iン、酉写一”、戸Uご U d ■■

’

’

富士宮市営神田川観光駐車場

令頁乢又言正

*講機#01 A精算No.000264
発券機＃01 発券No.098417
入庫時刻
｜出国寺刻

2022年7月17日（日） 14:07
2022年7月17日（日） 15:07

謄揮時間 1:00
駐車料金 A料金 200円

合計 200円
現金領収額 200円
お預り 200円
お釣り 0円

またのご利用をお待ちしております。

2－ｳ宇○ 円
ｊ
刑

一
価
一

ユクク円



様式第1－1号

－ｱ~=~Z､

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ肋 四本康久 ）

|＜領収書貼付枠＞ ’
I

鍵
押

丙
圏

．
祇
園
Ｒ

ト
○
酌
め
－
（
皿
）
画
の
一
匹
ト
叶
囚
Ｎ
Ｏ
Ｎ

一
ｈ
口
魁
襲

。
二
拍
狸
〉
聖
鯉
Ｕ
纈
添
ｌ
で
ぐ
ｌ
信
二
Ｆ
ロ

垂
〉
今
辞
亜

・
や
髄
ら
物
、
や
昭
逗
二
響
暮
曙
知
略
隅
話
Ｉ

・
悔
拙
雪
蔭

起
異
褐
Ｐ
厘
雪
、
○
の
心
魯
皿
垂
判
睡
轄
Ｐ
謹
奏

ｅ
旺
埋
帳
〆
燕
霊
米
塑
〕
ｓ
ｏ
型
華
侭
・
略
隅

詞
零
一
為
ｇ
室
与
召
誕
三
謡
‐
忠
中
露
壹
鶏
睡

中
国
奇
｛
苛
一
唖
↓
一
ｍ

畠
穿
尋
纒
輻

呂
巽
二
・
絹
雷
昂
翠
垂

一
壼
一
韮
一
症
亜

邑
穿
澁
澤
賦
理
宕
穿
縄
零
志
和

ロ
罫
鮴
蕊
賦
狸
皀
穿
籍
毒
舌
一

宕
望
里
ｄ
樽
柄
ｌ
ギ
ハ
ー
こ
．

ｇ
罪
三
震
閂
窒
八
ど
の
の
ン

’
’
’
’
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

Ｌ
ｎ
ｐ

出
竺

掃
竪
確

ゞ
艦
科
目
熱
摸
》

幸轌言

経費項目 麺f霜･研修費･広聴感責･雰鞭繧潅積･会議･齢H罐･鮮臆入費。認･藷弼漬･人件費

内 容 事務用品代（品名 ：ｲ陶工液、 〉一一ﾌ，応）

年月 日 令和4年ｼ月l脈~令和年 月 日 金額 Znす 円

目的
〃

使途

政務活動。

県政との

関連性

で累分
と後援会活動

領梗書金額(a)

j功 円

案分
A、

mノ

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

>ｸタ 円



様式第]~－1号

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・ 四本康久）％7

一r一国厚亨 8－7

経費項目 溶潅･研修費･広聴癖費 ･霜調誇鬮貸･会議費･資料僻費･鮮購ｽ費･墨･藷朔漬･人件費

内 容 複合機リース料

年月 日 少年1月ﾙ7日～ 年 月 日 金額 8， 800円

目的

使途

罫
の

口
上
」

剖
睡

関連性

く領収書貼付枠＞

’

D4-T-2r ; 1Z,600ﾘｺｰﾘ認(力）
畠 ■ 一一

』

案分の理由

政務活動費と後援会活

動で案分

領E雲金額(a)

17, 600円

罰シヅ丁､ピダ

l/2

％

政務活動費支出額(a×b)

8, 800円



様式第]~－1号

整啓雲号 ’’ 8－8

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・ 四本康久）%ァ

経費項目 誌職費研修賓噸輔費雷議鰐蕊磧会篝資謝鰔費資樵艤入費鶏諦賓人件費

内 容 ll一久自鮴鋤"捷偉険 4(舗捌ﾙ坊'ﾍ榊蝿#3個
年月 日 >Z年ｸ月牛～ 隼月 日 金 額 〃ｿ7円

目的 一

使途 一

政務活動

県政との

関連性

一

く領収書貼付枠＞
』

猫‘金撤倣切日のうち武人鐵物桿陶いげ伽。
獅鐵鍼燗か,9糸僻1IIz他だ△諭鈎?ﾊｭ62"&
A傘娯〕肥旧泌グY分色今回補弗腸。
3珊 0

桾
腰
瑚
憩

ハメ

（
産
ト
ー
〆
Ｋ
八
Ｈ
川
習

－－ゴ ，、
斗羊、

／
も心@><

／
-－

ユ =f7〃
月

＝ . ､ . f今. “句言堵←1．ヘニ風写哩里需まｰｺﾔ･叩野ぐﾛ亜PJe甑羅i忌寒信二蓋-.ﾄｰ'、/型ｬU≦｡

一

窟

＃

※槌収坪町日付か｡不鮮明好鋤補挺ﾂ3．
22．7.z7

準

尽
匿
持
目

蝉
閏
一
凶

匪
口
仙
田
ｑ
酎
卜

羅
蝸

弱
小
精
輩
．

鐸
竪
叫
崖
認
ざ
蕪
璽

〆
、
茎
八
Ⅸ

ロ
。
ｆ
上
じ
ｂ

岳
羅
鍬 = 口 ･可

、］
Ｌ

も
一
一

政務鐘 ｼかm~ZL{
r ･

）

領梗薑言領収 言金額(a)金額(a）

/が〃 円

案分率(b)

}/食
％

政務活動費支出額(a×b)

7 円



0

自動車保険おすすめプランのご案内 ●日新火災海上保険株式会社
宍

吊迂のお単の登録内容一保睡の内屋

鵬陰期間輔:篝謂繩

よ:篭…塞塁皇-－

から

まで

車割引有 ASV割引有

作成日令和4年9月21日印刷連番00024403

静岡県静岡市
ロジュマン21

葵区瀬名 1－16－8
1－B

Jリスクマネージメント静岡支社

TEL． (O54) 297-.5887
FAX. (054) 297-5886

見穣書作成日時: 2022年09月21日 17野25分46秒
’ ’

〒 418-0061

F岡県富士宮市北町 13－3

ﾖ本康久 様

拝腎 ロ守卜ま~すますこ清禾の巳と

平素は格別のご高配を賜り、厚く
さて､先般ご用命いただきまし

保険料のご案内を作成いたしまし
つきましては、内容をご高覧い

果非と手Iご櫟田賜Lj末す上弓沿願

!お慶び申し上げます。
1礼申し上げます。
弓補償内容について、
‐｡

:だき、
h申し上げます。 敬具

Aコース 巳コース

〆

保険種目 ユーサイド ユーサイド

等 級
20等級63％割引 20等級63%割引

運転者の補償範囲 本人・配偶者限定 本人･配偶者限定

運転者年齢条件 35歳以上限定
始期時点年齢61歳

35歳以上限定
＊ム廿Rn圭占差歯今A1鵠

免許証の色
I■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

対人賠償 無制限

対物賠償
無制限 自己負担額 0万円

対物超過修理費用あり
無制限 自己負担額 0万円

ﾛ ■宙ロ ュー凸面且竺一m－－E－ 凸 ■

人身傷害（実損払）
1名 7000万円

傷害一時金10万

1名 7000万円

傷害一時金10万

人身傷害（定額払）

車両保険

一般条件

220万円自己負担額 0- 10万円

車両超過修理費用

その他の補償・特約

弁護士費用 日常生活賠償責任
車両全損時諸費用他車使用特約
ロードサーピス

弁護士費用 日常生活賠償責任
他車使用特約 ロードサーピス

保険料

一時払
(コンビニ）

一時 75,520円 蝋溌漣篭彗時群,器讓溌溌3齢990円‘ ． '農:‘瀬

廷

歯車繭倒侵運.し､微畔1割 ロ

駕喜録番喜一
型 式F1R



様式第1●－1号

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・四本康久 ）%7

謹雲昏号 ’’ 8－？

経費項目 胃諮り暁費･研修費･圃煎醇蹟 ･雰識情報鱸･会藷･資料倫蹟･資料購入費･事務費信壷園･人件費

内 容 事務所賃貸料（ 8月分）

年月 日 ﾉz一年7月z7日～ 年 月 日 金額 31， 231円

目的

使途

政務活動・

県政との

関連性

もも I〆、レー自〆､H1 己 U 1 ケ"

魑割;81 *62#:鰐蝋"1

案分の理由

政務活動と後援会活動

で案分

領収書金額(a)

62,462円

案分率(b)

l/2

％

政務活動費支出額(a×b)出額(a×b)

31,231円



様式第1一]●号

支出証拠 書

…垂呈．

経費項目 露･研修費･広聴嘩蹟･語舗誇鬮冒･会毒費･資ドH鱸.資繩青入費.事務費.雪舘債.人付費

内 容 県庁にて調査

年月 日 令和叱年で月
L

日～令和年 月 日 金額 ユミI Zカ円

目的

骸当項目に談1月、 部局事業ﾋｱﾘﾝグ･地元雲皆勤会派内調整打合せ政務活動資料の整塵
使途
空宿p1云缶Em

｜
Ｆ
』

Ⅱ

二利
韓 ･宿泊費･…ト

對連性

当項目に丸則

刃地元襄望に関連する部局の事業内容諏組方針･進捗状況などを確認する。
・ 確認した事業の内容や進捗状況を元に､議会･委員会等の質問に反映する。
・ 議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する。
・ 会派内で県施策等に関する検討を行い､意見の調鑿.集約産行う‐
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

ユーIz_D
円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

_>AZZD円、



様式第1－1号

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・ 四本康久）

華理番号 8－／／

経費項目 調査研ｦ蹟･研修費･画諏報費･要諦瀞話鱸･会議費･資耕賊費･震癌･事務費･藷嬬漬･人件費

内 容 新聞購読料（静岡・岳南朝日新聞・富士ニュース・朝日新聞）

年月 日 Z"1一年で月｜ 日～ 年 月 日 金額 9,657円

目的 県政､社会情勢に関する情報収集

使途 ﾕﾚ年 7月購読料
政務活動．

県政との

関連性

県政等の情報を収集し、政策や質問の参考にする。

、l録ﾁ吟Eヨ屍Hl J‐'一丁ぞ

【内訳】

静岡新聞 3,300円

朝日新聞 4,400円

岳南朝日新聞 977円

富士ニュース 980円

計 9,657円

~_｣ 04-08-0112001 9,6571”ﾌ､”恥イ

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである 9,657円

案分率(b)

／

100 ％

一切／JhH－星杢閂醒､些" ､どﾉ

9,657円



様式第1－1号

整理番号 | 8-/2

支出一証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・ 四本康久）

j,7〃

経費項目 銅繧･研修費･広聴騨費･藍調靜潅謄･会議費･資料繕･鮮臆入費･扇･事翻漬･人付費

内 容 携帯電話使用料（2〃年占月分） 』77半

年月 日 ｧ?/年守月／ 日～ 年 月 日 金額 土綴円

目的

使途

政務活動

県政との

関連性

<1i貝収書貝占1寸科当＞

あんしんｾｷｭﾘﾃｨ

支払合計額 ｹｰﾀｲ補償ｻｰﾋﾞｽ他

（ ＆沖／ 円－ 720円×'ﾕ0 ）×1/2= ｡jl77多円
、－一一一一一一一一

久坪ア円

'04-08-0112001 8,3411 卜､､ｺﾓｹｲ久イ

案分の理由

政務活動と私用で案分

領収書書金額(a)

同坪? 円

案分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

ﾅ鰯 円



日頃、 ドコモのサービスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。 （ 1／ 1ページ)d5Eom◎

錐聴諦f蕊

＊＊＊ユニバーサルサービス料について＊＊＊

ユニバーサルサービス料は、あまねく日本全国においてユニバーサルサービス（NTT東西の加入電話等）の提供を確保するためにご負担いただく料金です。

なお、社団法人電気通信事業者協会から1番号当たりの費用〈番号単価〉が公表されています。

■■■■■■■■ ご利用期間(6／1~6／30〉

◇基本使用料等（計）
4.650 4，650 5Gギガホプレミア G日以下 合算

4p850 (内訳） 5Gギガホプレミア

－500 (内訳）みんなドコモ割 回線

300 (内訳〕 spモード利用料

0 <参考〉高速通信ご利用データ量は 2G 合算

◇通話料一通信料（計）
19m 150 5G．SMS通信料 月ご利用分 合算

60 他社接続サービス通信料[5G] 月ご利用分 合算

ナピダイヤル等

1,700 かけ放題オプション定額料 合算

◇その他ご利用料金等(計〕
1,023

300 留守番電話サービス利用料 合算

1 200 あんしんセキュリティ利用料 合算

除外－ 72”500 ケータイ補償サービス(500円コース） 合算
d

l 400 あんしん遠隔サポート利用料 I 合算

(-380 あんしんパックモバイル割引 合算

２ ユニバーサルサービス料／基本 で番号あたり2円のご請求となります 合算

1 電話ﾘﾚｰサービス料／基本 1番号あたり1円のご請求となります 合算

758
758 消費税等相当額（合計〉 合算表示の料金合計xlo％

◇合計
8,341 8‘341

今岩手
ロﾛI

＜NTTドコモからのお知らせ＞

○ポイントのお知らせ

22年sか月となりました。

6月ご利用分に対する護得ポイントは、 7oです。

(ポイント進呈の対象になるご利用金額は、 7， 523円です。 ）

※その他の獲得ポイントはWEBをご確認ください。

U1回閥jl--両面氷U

1■■■■

〕ﾌｧﾐﾘｰ割引グループ電話番号。

■■■■

t二U二二十口宛口U口玩浬ﾉ



様式第1－1号一

＝訓FF二万1

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・ 四本康久 ）

案分の理由 ｜ 領収書金額(a) - | 案分率(bJ I政務活動費支出額(a×b)

全て政務活動にかかる ／，

Z-IZjO_Z=12－0ものである。 円円

経費項目 …･研修費･画藺醗費･雰調誇詞篇･会議漬･資卜H鰄費･資繩瀞貴･事溌費･事銅漬･人14費

内 容 県庁にて調査

年月 日 令和叶年了月少日へ令和 年 月 日 金額 Z__IZ"
円

目的

骸当項目に丸削
部局事業．ノング･地元要望活動･会派内調整打合せ･政務活動資料の整理

使途

骸当項目にﾒ炉11
隻奉･宿泊費･駐車料
ノ

政務活動・

県政との

関連性

骸当項目に丸ED

→画今三二今司丁具lHJ凹〆イヒレ、 l語l/｣、H1ゴﾉ別v〆手不一レユ型醒1，寸竺H犀HIu，7 ．四．
ソ

・ 地元要望に関連する部局の事業内容や報組方針･進捗伏況などを確認する。

・ 確認した事業の内容や進捗状況を元に、議会･委員会等の質問に反映する。

・ 議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を瀞する。
．~府内マ尋【亘蹄筈竺1戸．艮ﾖ寺ス給吾+浄才〒1,,音目の言間垂．佳無T寡ｵ〒弓
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様式第1－1号

支出証拠 書

ル|丞雇

鐺収喜今碧頁(a)

よる支出がある場合 虹嘩動寶の支出蕪

帝一再勺

経費項目 罐職責研嶬広…霊情隷会議費資料'羅職事務費｡事翻浸W=
内 容 筆購入代

年月 日 令和‘（年舞う一段-令和 年 月 日 金額 二Z－Dj一円

目的 県政･社会情勢に関する情報収集

使途 書簿鴬入(書籍名:月二門/境毒物g腿 ）

県政との

関連性

県政･関連の情報を収集し、政策や質問等の参考にする

■も Iン、 彦、ー〆砧Hd U p I タグ
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである



請求書

Page’ 1

2022年7月29日

〒418-0061

静岡県富士宮市北町13－3

e=
四本康久様 〒101-

郵便振込口座 00190-6-655183

銀行口座みずほ銀行九段支店当24257

口座名義ニツポウビジネス（力
振込手数料は貴社にてご負担下さいます様､お願い申し上げます｡

■■■■■お客様番号I■■■ お問い合せ番号

●お買い上げ頂きまして誠に有り難うございます｡
下記の通りご請求申し上げます｡

お知らせ

2022年8月号
銀行振込もご利用いただけます。

bI

１
１

区分： 1 ，売上2，返品3，商品値引4，その他売上5，販促6，配送料7，代引手数料8，伝票値引

●お支払期限までに銀行･郵便局で払い込み下さい｡

●銀行振込をご利用のお客様は下記払込用紙はご使用できません｡
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郵便振込
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様式第1－1号

言

支出証拠 書

轄起含言

経費項目 願霊･研修費･顧恵嘩蹟･要諦瀞轆轤･会議費･資料{鰄費.資繩静費 ,享務費･雪翔漬･人偶養

内 容 県庁にて調査

年月 日 令和叫'年守月ﾌﾌ日~令和年 月 日
ノ

金額 1ろZ"円

目的

骸当項目に丸日1 部局事業ﾋｱﾘﾝグ･地元要薑活動･会派錘打合せ・
′

政務活動資料の整理

使途

鐸･宿泊費･駐車料
政務活動

県政との

関連性

骸当項目に丸FD

・ 議会･委員会等質問のため、関係部局の事業･主要施策等を確認する。

・ 地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針･進捗状況などを確認する。

・ 確認した事業の内容や進捗伏況を元に、議会・委員会等の質問に反映する。

・ 議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する。
今、
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)
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案分率(b)
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政務活動費支出額(a×b)
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様式第]~－1号

整理番号 ’ 8－／6

支出証拠書

筐派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・ 四本康久）

一

含百II壱冷顎ral 塞等塞企} | 1罐注舂h蟇寺隅籟r画×1厘､､

譲鶏粥卿乙
-ｳ､かうZ"1z》沸き

経費項目 胃…･研修費･圃諏報貴･霊園識詞債･会篝･資洲鰄潰･鯛購入費･事務費･藷銅漬･人件費

内 容 ふb､｡､<,し鵬"ろう"涕襯A鼠〃あ（且ｿそり）
年月 日 ユレ年8月9日～ 年 月 日 金額 ｦ0Zp

円

目的 鳳概ろ（喝）鵬.ｸろうい-画で|脈 日 ’ノラ､{)汐1と|乙，［

使途 "m#
政務活動

県政との

関連性

今襟瓜峰捻濠に反脈垂さ
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，
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，
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Ⅳ
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Ｒ
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聿
臣

2022．－8．－8
¥9，020(消誠等”）

上記金繩かに領収いたしました
鵬A商品 JR緊車繩JR tickets

鰕羅牒蝋
(更）新宮士馴

鑪士mW803#iT 200ｦ3-02

議蝋講索
1

-と〆ハ･′

様

1

’ 解意：
四本康久

衆感細笈

〃
Ｉ OZ-e 円

／

／ｸｰ○％ 7'zの円



NO. 2605 P. 2/720m年8月 48 10I;57ガ 細鱸会j,m<[蝦ｸﾗ ． ▲

ふじのくに県民クラブ政調会夏合宿日程最終版

【1日目日程】

集合8月8日（月) 10･ '15 馬込川水門インフォメーションセンター

浜松市南区中田島町 （地図別紙）

、 自家用車のかたは現地集合でお願いします。

新幹線でおいでのかたは、9：55に浜松駅南口でピックアップします。 .

． 三島8：55→新富士9：08→静岡9：21→浜松9：49 こだま707号

対象者中澤、佐野、四本、廣田、杉山（敬称略） 大石、阿部が迎えに参ります。

視察1 「浜松防潮堤の整備および維持管理について」

①10: 15～11800 .馬込川水門の整備状況および防潮堤管理全般についての説明

場所馬込川水門インフォメーションセンター

移動15分．

②11：15～11：35防潮堤産業部所管部分

場所篠原町管理広場付近

移動10分

③11：45～12105防潮堤交通基盤部所管部分

場所表浜東駐車場付近 ，

．移動15分

昼食12220～13;10 うなぎ山本亭

移動10分

ﾛ

＜

〃

､視察2 13830～14:30 「浜名湖の水産資源の現状について」 水産試験場浜名湖分場

・ 移動10分

視察3 14:40～15:40 「花博20周年に向けて」 浜名湖ガーデンパーク

移動10分 （予備10分）

視察4 16800～17：00 「浜名湖水産業の現状について」 浜名漁協

帰宅組解散 たきや参加者・宿泊組は移動10分

ホテルチェックイン ダイワロイヤルホテルTHE rTAMANAKO

担当■■■■■■■■■■■朝食付き14150円各自支払
18時50分ロビー集合

19時～22時 たきや漁 （浜名湖の観光資源視察も兼ねています） ・

代金概算ひとりあたり11000円

参加者中澤、田口、杉山、沢田’ 窪員4名

静岡県水産局長板橋氏､水産試験場浜名湖分場長ほか4名

，
’
ｒ
ｆ
ｆ
。



様式第1－1号

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・ 四本康久）

’

華理番号

経費項目 同翻繧･研修費･広聴広報費･霊謝誇嗣漬･会議費･鮮H前漬･厩癌･事務費･義弼漬･人14責

内 容 新聞購読料（日本教育新聞）

年月 日 令和(I'年了月君旧~令和 年 月 日 金額 2,750円

目的 県政･社会情勢に

使途 ＞2年8月 I読科

騨猿1白謬」 ‐

県政との

関連性

県政・教育等の情報を収集し､政策や質問の参考にする

､、E…戸混ロ･Iu1〒グｸ"

104-08-,812001 2,7501SIwIBC(二縮ｷﾖｳｲ
1 国 .

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

屋廿一一 八澤' 、

･E貝jLX罰 ﾃ毒貝(aノ

2,750円

ー差

世

分寡率 (b)呈説

－ －

／

100％

政務活動費支出額(a×b)政務活動費支出額(a×b)政務活動費支出額(a×b）

2,750円



様式第1－1号

…

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・ 四本康久）
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地区番号

お客さま番号

ﾛ

ﾛ

ﾛ

ﾉ

一一

経費項目 計踏砺蹟･研修漬･広卿輔費･謡熊薙蹟､簔蓄漬･資料{鰄潰･資繩龍･事務費･琴人件費

内 容
、
Ｉ
ザ
／
〃矛霧散畢息約（州命）

年月 日 シレ年2月化日~
、
年 月 日 金額 β､施う円

目的 一一

使途
一

政務活動・

県政とのﾞ

関連性

一

::|00'50 9卜4 ↑67
加入

者名

晶亙』、冠グゴーザ〆 旬 ､ q P

株式会社

年月分

4－8

込
’

I¥

ご契約

40A
l

戸数 力季又まマイ
コン詫対食車

金

6

騏
卜 1

7 12 16
I ↑

うち消費税等相当額円

611

ご使用重kWh

1

182

． -ドうち精算金額円

お毛H｣尖史

月 日

〆ｲ車田且日間7日 R円～R月 7日｜ご契約変更 月 日

ご
使
用
場
所

ご
契
約
名
義

富士宮市
北町

15番(地） 1号

棟 号

ヨツモトヤスヒサシ尋ムシヨ 様

お支払人氏名 ヨツモト ヤスヒサシ．ムシヨ様

お支払期限 日 9月 7日

上記お支払期限日を過ぎた場合のお支払いは、コンビニエンス
・ストアにお願いいたします。

08
ご契約

種別 従量電灯B

■ ■■■ ■ ■■■■■■
お問い合わせ先

カスタマーｾｿﾀｰ 0120－ 995－ 902(代

B4_ 附
."

,蚕い＝園も今､ に息

印
か
』

口座

番号
00150 9 167

加入

者名

東京電力エナジーパートナー

株式会*＋
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４
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6 8 1
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（
Ｕ

目 うち消費税等相当額円
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ご契約 ｜戸数
AkM
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鴬食粟

90

ご使用星kWh

I

101

コードうち精算金額円

言種雨爾両7B 8百=-gW-7FT豆冥而蚕藍

お名前変更

月 日

月 日

ご
使
用
場
所

ご
契
約
名
義

富士宮市
北町

15番(地) 1号

棟 号

ヨツモトヤスヒサシﾞﾑシヨ 様

お支払人氏名’ ヨツモトヤスヒサシ･ムシヨ様

お支払期限 日 9月 7日

上記お支払期限日を過ぎた場合のお支払いは、コンビニエンス

ストアにお願いいたします。

地区番号 08
ー~■■■

壺
一
唾

ご契約

種別
■■■■■

低圧電力

■■■■■■■■■■■■■■I■
－． .__－ ．－．－．－ －～_ t』

顕
一

瀞拳#職
領収薑薑金額(a)

|ﾗﾙ'ク 円

案分 E(b)

(/宴

％

…和日尋 屋一？ Ⅱ 1頭 i(a×b)

る8ｸう円



様式第1－1●号

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・ 四本康久 ）
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… 号 3－／9

経費項目 願蚕悪園･研修費･圃恵嘩蹟･雰調誇鬮債･会議費･"sHf成費･資料購ｽ費･事務費･謡銅漬･人#=

内 容 県庁にて調査

年月 日 令和叫年7戸11B~令和 年 月 日 金額
ﾌ-P-D

円

目的

骸当項目に丸削
部局事業ヒアリング･地元雲舌動･会派内調整打合せ･政務活動資料の整理

物／

使途

骸当項目に丸則 尋費・宿泊費･駐車料

政務活動

県政との

関連性

骸当項目に丸日1

．
／
Ｉ
Ｌ ）
堅
転

二塁一吋丁具lHJ暫〆ノこいノ、函し1，口1Jﾉ則vZ手本F＝"世罪寸'4'H医ﾛlいう 毎J｡

要望に関連する部局の事業内容や取組方針･進捗状況などを確認する。

確認した事業の内容や進捗伏況を元に、議会・委員会等の質問に反映する。

議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する。



様式第1－1号

一F~言う祠

支出証拠書

(会＃犀・議員氏名ふじのくに県民クラブ・ 四本康久）

轄理番号

経費項目 調割f究費･研修費･画鉱科漬･蕊熊儲翻噴･会議費･資料倫蹟･資糊静費･關･藷弼漬･人f債

内 容 事務所電話使用料（ 〕_し年ク
′

月請求分）

年月 日 令和ﾑf年了月J7日~令和
′ ｡

年 月 日 金額 36o多円
、

目的

使途

一方1日争塑

県政との

関連性

､､､E貝HX言只ロ1,」 1千〆

支払合計額 ケ当7.ﾉﾚﾃﾚﾋﾞ料 政務活動費請求対象額

11呼円- 2,750円 == Iﾇﾕ0ﾑ円

で案分

と後援会活動

而貝乢又言塞貝(aノ

ヌZクに 円

案分率(b)

l/2

％

鰹｡河口割冥〆『 1 1頭、。／、Uノ

360z
、

円
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ｌ
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０
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０
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６
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Ｉ
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１
Ｊ
５
ｌ
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ョ I

発行番号2020311400

発行日 2022年8月17日

呵

甜

ｊ
Ｊ

ｒ
刀
４

』
ｌ
峠
門
“

十
Ｐ
Ｐ
４
Ｊ
Ｆ
４
乱

Ｌ
Ｆ

ｑ
ｈ
ｑ
ｌ
１
Ｕ
１
ｆ

Ｌ

Ｔ
ｒ
Ｉ
ｒ
閃
ロ
卸
Ｐ

。
Ｆ

“

Ｌ

ｒ

Ｉ

ｂ

も

二

・

廿

卜

Ｅ

Ｊ

９
Ｆ
０
１
Ⅱ
１
１

ゴ
ー
巴
１

４
Ｊ
引

唱

Ⅱ
世

Ｆ

１
２
↓
’
狐
１
１

Ｆ
辻
』
出

、

Ｉ
ド
Ｉ
Ｉ

Ｌ

可

■

ご

Ｌ

Ｊ

ｐ
Ｊ
１
ｌ
ｆ
ｆ
ｌ
男

心

・

雨

４

Ｆ

”
ｒ
９
１
４
ｒ
邸

０

ｑ

Ⅱ

腿

１
ケ
４
２
丁
』
』

様
四本康久

､ 篭■巴
､ 臣

』rF 凸

L

l

鰯
株式会社TOKAIケーブノ

〒410-0053沼
ｒ
・
ｒ
ｒ
ｑ
９
乃
陛

Iお問合せ先0120-696-942
【

領収書

領収金額 ￥9,954

Ｆ
Ｌ
Ｊ
心
Ｔ
Ｂ
Ｉ
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回
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も

江
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．
！
仰
Ｉ
４
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ｌ
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Ｐ
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１昨ｔｐｆ１・◇ｒ・ＦＬＩ炉団・り

寺
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Ｇ
Ｐ
４
１
１

４
Ｌｕ

許

１
Ⅸ

4

「

守

匹

１

勺

司

一

詞

ｒ

Ｊ

Ｆ
＄
ｑ

ｒ
Ｌ
Ｉ
、
』
Ｌ
Ｌ

，
稀
呼

１
、

4 11
I

１
０
日
４

但し､ｹｰﾙﾃﾚ ･ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ･ひかり電話利用料として
１
１

１

？

上記の金額2022年7月ｶｰド決済 にて正に領収致しました。 十
↑
Ⅱ

6

ﾖ 2 『
I

上 &

し

、

I

Ⅱ

＋

4 壷
Ⅱ
ザ

:

1

I

ぶ1Ｉ

Ｆ

項目 金額

2022』 二7日分 ￥9,954

郵雪華閏樫料今瞳前月利用分となります。



様式第1－1号

整理番号 I 8－2／

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・ 四本康久 ）

■○
○
ｌ
ｍ
Ｃ
ｏ

訊
戸
Ｉ
刀

丹
）
ｍ
ｍ
ｍ
Ｃ
ｌ

髄
拘
即
穐
参
＃
三

Ｎ
１
国
囚
印
１
。

』
雨
、
ｕ
砧
心
血

。
怜
朏
二
判
Ｗ
小
型
系
「
一
砲
旺
喜
叩

ｇ
ｏ
１
国
○
因
巾
鞠
里
晨

亟
凶
丹
侶
図
扣
守
唾
艮
臨

祁
預
毒
望
掴
瞬
炬
將
、
丹

睡
伯
葵
旺
跡
◎
戸
山
小
昼

垂
○
一
四
馨
理
鋼
畷
画

祠
配
晨
Ｉ
長
偶
鳶
口
く

、
明6「

｡■
。

唇

瓢鑑

吐
騨

○五
件

匹
麺
帝
署
搾
畔
原

ｌ
涯
伯
雲
口
ぺ

（
頓
黙
）

咽』「

経費項目 癖･研修費･広聴癖費･雰調誇踊債･会蓋費･資料{鰄費･資繩静費･事務費･雪翔漬･人件費

内 容 県庁にて調査

年月 日 令和し(年γ月l鮪~令和年 月 日 金額 2－(乙○ 円

ヨ的

項目に丸削 部局事業ﾋｱﾘﾝグ地元雲雷動会派内調整打合せ政務活動資料の整理
吏途

項目に丸月リ

一一ー＝V

零 ･宿泊費･駐車料

以凋盲皇U・

県政との

関連性

亥当項目にプ明り

〆
』

・ 議会・委員会等質問のため、関係部局の事業・主要施策等を確認する内

)地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針･進捗状況などを確認する。
確認した事業の内容や進捗状況を元に､議会･委員会等の質問に反映する。

議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する。

会派内で県施策等に関する検討を行い、意見の調整･集約を行う。

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書書領収書書領収書金額(a)金額(a）

ﾉｰｰ|z-p 円

案分率(b)

／，

100％

政務活動費支出額(a×b)

a-{･zJO 円



様式第1－1－号

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・ 四本康久）

，

Ｉ

ｒ

ｌ

■

ト

1

こ
（
苦
‐
皀
隠
寵
圃
渓
巨
〕

壷
潭
絹
鰯
積
雪
’
三

”
騒
墹
織
裳
罷
梗

室
唖
左
吾

Ⅱ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
‐
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ⅱ

垂
”
弁
韓
画
諄
、

一

〕
Ｉ
白
一

iⅢ鯉i雷讓

I

鑿琿番号 8－22

経費項目 調蕊腰費･研修費･噸広報費雷識艤潅婿･会奉･資料儲･資繩肯入費･認･藷銅漬･人件費

内 容 事務用品代（ 品名 ： ノ ’ノ ）‘

年月 日 令和‘+年詫i%日~令和年 月 日 金 額 4｡7 円

目的

使途

政務活動．

県政との

関連性

で:累分

と後援会活動

領収書金額(a)

315＝ 円

案分 E(b)

1／2

％

政務活動費支仕海 (a×b)

牟○
ハ
ノ
ノ 円



様式第1－1号

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・ 四本康久）

、

‐
ヨ 巨

日月細

慧雲

霊額を正に領収いた

菌を内倒に祈り崖

【
孟
砲
錘
韻
琴
一
昌
一
密
・
・
・
戸
『

（
判
誼
只
睡
轌
針
一
別
震

而
Ｅ
ハ
耐
～
よ

Ｊ
｜
呵
附

墹二学騨筈蟇

鐙奪蠅画面
雨受9，全苧51イーパト

鑿理番号

経費項目 調査研究費･研修費･蝿醗費･霊嚇簿鐵費･会議･資料{伊蹟･資糊鴬入費･函･義銅漬･人件費

内 容 事務用品代（ 品名 ： ラバ､い_／2－’し／ ）

年月 日 令和斗年了泪＞日へ令和年 月 日 金額 salo 円

目的

使途

関連性

案分の理由

政務活動と後援会活動

で累分

領収書金額(a)

/78ﾝo 円

案分率(b)

1/2

％

政務活動費支出額(a×b)

/D 円



様式第1－1号

支出証拠 書

弓吾坪否方． 8－

経費項目 …･研修費･広聰騨費･藍調謂篭謄･会奉･資料I鱸.舞購入費 ･事務費･詞銅漬･人件費

内 容 県庁にて調査

年月 日 令和し(年詫弐日~令和
ノ

年 月 日 金額
zJ2－c 円

目的

骸当項目に丸則 部局事業ﾋｱﾘﾝグ地元要望膳動会派内脅合せ ･政務活動資料の整理

使途

骸当項目に丸日リ
F言ヨ志譲.宿泊費.駐車料

｜
筆

一
睾
一
》 壼胃 蚕言示臺=字＝壼雫孝一弓

政務活動

県政との

関連性

骸当項目に丸則 ／

F一一 一へ一、弓・句＝､、0戸剣 一ローー一、 I～1戸1，HFﾉ圃守一手〆雁一一狸嘩1，壹全H岸貝Iいう ･四。

地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針･進捗状況などを確認する。

確認した事業の内容や進捗伏況を元に､議会･委員会等の質問に反映する。

議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を録する。
、 ‐ － ． ‐‐ ． ‐ ‐ ‐

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

飼侠害識(a)

ユーIz_p 円

案分率(b)

／，

100％

政務活動費支出額(a×b)

IZD円



様式第1－4号

「…喜司「F=云司

支出証拠書（自動車燃料代）

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・ 四本康久）【ン月分】 妬8

く慎侠書貼付枠＞く慎侠書貼付枠＞

別紙のとおり別紙のとおり

案分の理由 領収書金額(a) 案分率(b) |政務活動善支出額(a×b)

政務活動と私用で案分

区分 前回給油《頁R書貼付分)A 今回(直近○給油B 総走行瑁誰C=B-A

年月日 年 月 日 儲畔年3月z『日

走行展鴎佳 km km 1rm

(経費項目月暁当調

経費項目

事務費

※単価による充当方式 ：単価（円） ×君了距離@m)

※領収書による充当方式

･積上げ誌 ：領収書金額（円）×君了溌fQm)/総走行距離（上記c) (m)
/~斗一､1,,7口産南Iへ,芳吟ﾃ,÷ﾉ、 上＝rh-7雪八お宮ハー｢,､ 、／→=､1,,7百壺串71ﾉヘ

走打距離(km) 積算方法※ 充当額（円）

円× km/ km
/呉多26

く支払証明＞上記のとおり支払った（充当した）ことを証明しますb 議員氏名 四本康久

ﾝ-万から円
レュ

％ /f"Zz6円



｢

ENEOS匿嗣 t｣En t
納 ）鱸鵬璽:”鵬2:”納品書

20"年08 売上

様
1

車両番号 実車番
0026-00

レギュラー SP13
数量 25. 32L *
単価 158円 ¥4,000

合言十 ¥4=OOO
(消費税10%対象 ¥4,000
内消費税等 ￥364）
お預り ¥5,000

~云一

レギュラー
000260 ¥4853
".41L @165.0 L-3N-7

小計 雄:ヨ(10%対象
内消費税 ￥441）
合言十 ¥4"B53
お預かり ￥1000O お釣 ￥5147
上記にて領収書とさせて頂きます

耐｡ｲﾝﾄ:瀞 1部
今回計 ユ4P

利用Tポｲﾝﾄ : OP
利用可能Tポｲﾝﾄ 之332P
本日付与されたポイントは2～3日

雛祭粥踊潔僻
加算されないことがあります。
詳細はWWW， ts i te. jpに
てご確認下さい。
★キャンペーン実施中★
EneJetのご利用
2, 000円をユロとして
QUOカードPay
2, 000円分が当たる！
ND. 4545 担当:0090昭府町SS
POS番号01
2022/08/01

0026-0c

レギユニ
ワノ

|,000

ﾄOO

1,･000
￥364

4,000
￥（

;"i'0弘対雰
内潤籍"等

お釣り
Tｶｰﾄ．､番号
Tﾎ‘,ｲﾝﾄ:基

000

PＰ
Ｐ
Ｐ
Ｐ
Ｅ

７
－
０
２
０
ｎ

『77F基本卜］
特別P
今回言

『l用ポイント
1用可能ポイ
ド日付与され
目以降に反映
等の理由で、
bﾛ算されない
謹細はⅢ肌IJ･ tS

特別P OP
今回計 12P

利用ポイント OP
利用可能ポイント 2401P
本日付与されたポイントは2～3日
目以降に反映されます。有効朗浪切
等の理由で..Tカードにポイントが‐
加算されないことがあります。
詳細はWVJW・tsite.jpにてご確認下さ
い。

｣恥I l ‘茸l ir･ﾉ'1M両i l旧11害（ /』, § ,11 ’ r l目生ま‘l“

0

． －で句5

い‘‘

蝿±て払買.Lil･1 '1.島員(JIRIIﾉ割ﾉJ準uて頂ﾐずす‘､

岩山石油株式会社
セルフ富士SS

静岡県 富士赫由木438－1
fEf45-6FM95~-x4!Q!A4
ﾚｼｰﾄNo5072一03テず-ﾀNol887-1889
001マネージャ 2022/08/O』

ENEOSウインク静岡支店
富士インターTS
静岡県 富士市
伝法字中村3201 - 1
TEL:0545-57-7550 SS-480443

ﾚｼｰﾄNo6666-O5

アｰﾀNo2172-2174

999EW富士イ 2022/08/11

秘甫：四本康久 が､茜：四本康久
寺 UI L lI

吏掘:四本康久



|EneiIst
lドM$,Jレ:｡画I目画

EnqEt
ドﾄ』し:]-上＝ Engiet

ドﾄ叩ﾚｺｰﾋｰ
闘菫稀籍驚誕臺臺－
EneJet富士宮バイパスSS
静岡県富士宮市ひばりが丘700
TEL:0544-27-440Z

2022/08/19(金)11:35

暹
一

岡00

EneJet富士宮バイパスSS
静岡県富十宮市ひばり力〈丘700
TELgO544-27-4402

2022/08/23(火)23:41

TEL:0544-万-4402

-
レギュラー

02100p @,640 L_4¥#Q!:24.39L

小計 ￥4,000
（10%対象 ￥4,000
内消費税 ￥364）

¥4"OOD

幕慰顎00, 識釣 ￥,00，
上記にて領収書とさせて頂きます
, Yﾎﾟｲﾝﾄ:基本P _.. _____ ._工之P

特別P OP
今回計 ユ2P

利用Tポイント OP
利用可能1ポイント 24BBP
本日付与されたポイントは2～3日
目以降に反映されます。有効期限切
等の理由で、 Tカードにポイントが
加算されないことがあります。
詳細はWww. ts i te. jpに
てご確認下さい。
当日綺由レシートで
ドトール単品ドリンク

織瀦灘懲，
No.7236 担当:0001
POS番号01
2022/08/15 釣銭伝票No.1650

’一－

し十ユフー

02100〔’ ￥4000

24.85L @161.O L-2N-4

割引適用(017895）
3円/L,個割引済み

レギュラー

021000 判000
25.32L @158.O L-4N-10

割引適用(017895）
3円/L,個割引済み

小計 ￥4,000
m%対象 ￥4,000
内消費税 ￥364）
一合言十 ¥4PDOO
あ預かり ￥500O お釣 ￥1000
_卜認定"虚諏書とさせて頂きます
Tl° i .r l :基本P _ 12P

特別P OP
今回計 工2P

利用Tポイント ロP
利用可能Tポイント 2BBBP
本日付与されたポイントは2～3日
目以降に反映されます。有効期限切
等の理由で､ Tカードにポイントが
加算されないことがあります。
詳細はwwW. ts i te. jpに
:てごf篭忍下さい。
当日給油レシートで
ドトール単品ドリンク
1杯30円引き（セットを除く）
※当店のみ、発行当日のみ有効。
お1人様1回ユ枚の利用となります
No.7498 担当:0001
POS番号01
2022/08/23 釣銭伝票No.37gg

小計 ￥4,000
(10%対象 判,000
内消謝兇 ￥364）
-合一言卜 ¥4"OOD
お預かり ．¥500O お釣 ￥1000
上記にて領収書とさせて頂きます
T$､ｲﾝﾄ:基本P 1之P

特別P DP
今回計 2 12P

利用Tポイント ロP
利用可能1ポイント z47BP
本日付与されたポイントは2～3日
目以降に反映されます。有効期限切
等の理由で、 Tカードにポイントが
加算されないことがあります。
詳細はwww. tS i te. jpに
てご罐厭Fさい。
当日綺由レシートで
ドトール上鰕,ドリンク
]_杯30円引き（セットを除く）
※当店のみ、発行当日のみ有効。
お1人j叢1回1枚の利用となります
N0.1138 担当:0001
POS番号01
2022/08/19 釣銭侭割0.EZ452

f獺：四本康久
虎f噸：四本康久

寄稿二四:本康久
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様式第1－1●号

支出証拠 書

lLI本屋

一一国ロゾ 8－26

経費項目 …･研修費･広職蕊費 ･雰謝誇鬮漬･会議費･覺斗龍･資繩静貴･事務費･藷翔漬･人ｲ4費

内 容 県庁にて調査

年月 日
令叫年詞z7日へ令和 年 月 日 金額 z－12-gO 円

目的

骸当項目に丸日リ 部局事簿ﾘﾝグ･地元要望舌動･会派内調整打合せ･政務活動資料の整理
使途

骸当項目に丸削 琴･宿泊費･駐車料

政瀕舌動．

県政との

関連性

骸当項目に丸則

●
怜
飛
三
和
加
小
型
岩
二
崎
旺
濤
加
・
や
鮎
三
和
叩
の
刈
毛
。
喝
旺
濤
叩

〆

、

ｑ
琲
雛
溌
、
則
誹
罪
夢
、

'…ユヘ ニミニー員一丁タミlHルー/イーいｿ、 l詞阿苓ロI〃RJU･ノー未一一刀巴〃匙寺莚11崖両国ｿ .a。

地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針･進捗状況などを確認する。

確認した事業の内容や進捗状況を元に、議会･委員会等の質問に反映する。
＞議案の審議に必要な情報として､県施策の状況を砿認する。

ざ
拘
裡
〉
脾
ヨ
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垂
Ｐ
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伯
蕊
・
二
扣
裡
〉
ド
、
］
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涯
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雲

会派内で県施策等に関する検討を行い、意見の調整･集約を行う。
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■

■

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収薑薑金額(a)

Z-IZ-0 円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

-1_-12/0 円



様式第1－1号

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・ 四本康久）

案分の理由 ｜ 領収書金額(a) 案分率(b) |政務活動費支出額(a×b)

政務活動費と後援会活’ ’ 1／2

動で案分 ’ 17， 600円 8， 800円

整理番号 3－27

経費項目 冒踏形讃･研修費･広聴醗費･霊禰誇碩肩･会藷･資料I儲蹟･鐸騰入費.･弱･事翻漬･人件費

内 容 複合機リース料

年月 日 1疹年示珂ロー 年 月 日 金額 8， 800円

目的

使途

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞

’ "04-8-29 : 17，600リコーリース(力）

『

％



様式第1－1号

「…喜司目

支出証拠 書

目:

案分の理由
ー■斤冒＝･ハーダ ､ 一"1－門、 l－r－生､ 亀?←拝マ ワ , ロ．J-j -,

全て政務活動にかかる

ものである。

経費項目 認･研修費･広卿t報費･雰覗誇嗣漬･会議･静H龍･資繩肯入費.事務費.霊知漬.人N費

内 容 県庁にて調査

年月 日 令和し(年ざ月引間~令和 年 月 日 金額 二__Iz-o 円

目的
仁方皿と活ロ］芳計7罰 部局享麹ｱﾘﾝグ･地元要雪舌動･会派内調整打合せ･政務活動資料の整理
使途

骸当項目にﾒFD 蓉費宿泊費駐車料
－
即

JL

関連性

骸当項目に丸則

－－－

J令ヨーーへ 一一三一､4塁1戸剣一一U賢一萱シ、 』ソ割I/U，H1望ノー菅一手黍 Ⅱ霊刀嘩1建可丁 空.川岸卿Jいう ･ジロ

・ 地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針･進捗状況などを確認する。

・ 確認した事業の内容苓佳捗状況を元に､議会･委員会等の質問に反映する。

弓議案の審議に必要な情報として､県施策の状況を確認する。
・ 会派内で県施策等に関する検討を行い、意見の調整･集約を行う。
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様式第1－1号

－ｱｰﾆﾌ丙

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・ 四本康久）

鑿理番号

経費項目 司癖龍･研修費･噸醗費･霊禰誇瀧蹟･会議費･資粥H鰔費･厩濡･事務費･詞銅漬･人件費

内 容 新聞購読料（静岡・岳南朝日新聞・富士ニュース・朝日新聞）

年月 日 -しし年9月ろ|日～ 年 月 日 金額 9,657円

目的 県政､社会情勢に関する情報収集

使途 〕ノレ年了′ 月購読料
淫4力1口割一

県政との

関連性

県政等の情報を収集し、政策や質問の参考にする。

く頑川又書貝占付枠＞

【内訳】

静岡新聞 3,300円

朝日新聞 4,400円

岳南朝日新聞 977円

富士ニュース 980円

計 9,657円

104-08-3112001 9,6571ｼﾝﾌ､”､､イ ’

耒幻､αﾉｺ星出

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

9,657円

案分里 3(b)

／

100 ％

＝廻j』H＝塁へ閂醒､ｰ"､ごﾉ

9,657円



様式第1－1号

整理番号 ’ 3－30

支出証拠
ウ

書

派名・議員氏宅 ル|本辰

ﾉ

経費項目 溶跨･研修費･広聴癖費･菖諦群轆鑛･会議･齢H愉壗･厩雨･事務費･調銅漬.人件費

内 容 新聞購読料（しんぶん赤旗日刊・日曜版）

年月 日 令和十年言刃ｦ|日~令和 年 月 日 金額 4,427円

目的 県政､社会情勢に関する情報峰

使途 >"/年”月購読料
政務活動.

県政との

関連性

県政等の情報を収集し､政策や質問の参考にする。

＜､貝収言貝剛可羽旦＞

1-

'-－

四本康久
様

新聞･雑誌名 一 部数金額
日刊｢しんぶん赤旗」 1 3，497

競
領収書

1 4，427 円

｢しんぷん赤旗｣日曜版 1 930 2022 年 8 月分
上記の金額たしかにいただきました。
ありがとうございました。

〒410-0312沼津市原698-1

領
収
日

TELO55-968-7150
FAXO55-9

ぜん
／U I逼

ー1

斗

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)領収書金額(a）

4,427円

案分率(b)

／

100％

～』H一塁当醒、K上げ、リノ

4， 427円



様式第1－1号

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・ ”四本康久）

j､73／

一宇－ 号 3－､ｼ／

経費項目 薄fｦ蹟･研修費･広聴癖費･寿淵誇瀧蹟･会議費･資料侑鑪･資料購磧･函･雪銅漬･人#費

内 容 携帯電話使用料（法年7月分） ~ﾃ73/

年月 日 ﾌﾙ年3”|日～ 年 月 日 金額 ぅ綴 円

目的

使途

政務活動

県政との

関連性

､、E只州入吉只口| ､J1十,ゲ〆

あんしんｾｷｭﾘﾃｨ

支払合計額 ｹｰﾀｲ補償ｻｰﾋﾞｽ他

（ ＆2吋円－ 720円×l.10 ) ×1/2 =3,7j/円
～ 一一一〆一一一一

7:妬シ"

104-08-3112001 6,2551卜跳ｺﾓｹｲﾇｲ ~ |

案分の理由

政務活動と私用で案分

領収書金額(a)

ヌ銘3 円

墨ケュ E(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

じ蟻-”



日頃、 ドコモのサービスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。 〈 1／ 1ページ)d6こ◎、。
露，:鞍吋勢 ､ ．“’零瀞偲： ,'繊籟蝿管γ乱
詮ｱ合 解串

＊＊＊ユニバーサルサービス料について＊＊＊

ユニバーサルサービス料は､あまねく日本全国においてユニバーサルｻｰピｽ(NTT東西の如入冠臆等)の提供を碇保するためにご負担いただく料金です．
なお､社団法人電気通信事案者協会から1番号当たりの受用〈番号単便）が公表されています．
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ﾛ■■■■■■■ h
ご利用期間(7／1~7／31）

V垂小唾才吋詩寺1回TJ

4.650 4,650 5Gギガホプレミア GB以下 合算

4｡850 (内訳） 5Gギガホプレミア

－500 (内訳）みんなドコモ割 回線

300 <内訳〕 spモード利用料

0 <参考）高凍而信ご利用データ量は OG 合算

◇通I舌料･通信料（計）
1Rnう 102 5G.SMS通信料 月ご利用分 合算

30 ↓吟Ⅱ－．基‐しづ －夕、坐↓日而L曹曹』 月ご利用分

ナピダイヤル等

合算

1,700 かけ放題オプション定額料 合算

マセーゴロｰー､凸J ロ凸可ロー■汀 ､凹B〃

1.023 300

（ 200

留守番電話サービス利用料

あんしんｾｷｭﾘﾃｨ利用料

合騨

合算

’ リ
FD、 - 720 { 500 ケータイ補侭サービス(500円コース） 合算

’ 400 あんしん遠隔サポート利用料 合算

(-380 あんしんパックモパイル割引 合算

2 ユーバーサルサービス料／基本 1番号あたり2円のご雨求となります 合算

1 醒舌リレーサービス料／基本 1番号あたり1円のご萌求となります 合算

◇洞翼税等絹当額（計）
750 750 消受税等相当麺〈合叶〉 合算表示の料金合計xlO96

◇合計
8.255 8,255 合計

<NTTドコモからのお知らせ＞

O継続利用期間は､ 7月末で ‐、 22年4か月となりました。

○ポイントのお知らせ

7月言利用分に対する獲得ポイントは、 70です。

<ボｲﾝﾄ進呈の対象になるご利用金額は、 7， 475円です。）

※その他の獲得ポイントはWEBをご確認ください。

○個別にご閑求のﾌｧﾐﾘｰ割引グループ電話番号。 (2022年7月31日現在）
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様式第1－1号

謹菖碆号 | 8-32

支出証拠書

陰派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・四本康久 ）

経費項目 調査職費･研修費･広卿酋報費･霊競|詩瀧謄･会議費･資料I厭蹟･資糊静貴･事務費･属嘉胃･人件費

内 容 事務所賃貸料（ 1 月分）

年月 日 Z_Z一年gR31日～ 年 月 日 金額 31， 231円

目的 一

使途 一

碁q力1口尋

県政との

関連性

一

、､ロ貝札X言只pW1千〃〃

11

リ
旬

1
リ

０
０

２
２

１
１

３
３

『
写

８
８

０
０

－
車

２
２

２
２

６
７

１
１

d *62,00dﾘｳｷﾝｶ)ｱｻﾋｸﾝ凶
d *462振込手数料 ’

1

案分の理由

政務活動と後援会活動

で案分

領収書金額(a)

62,462円

案分率(b)

1/2

％ 31,231円



様式第1－1号

雲罫雲号 l 3-33
！

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・ 四本康久）

※按分による支出がある場合は､領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当蘭に記入すること。

経費項目 司禮研繧･研修費･広聴広報費･要認講話鱸･会議費･閏§H癖･鮮騰入費･事務費･享翻漬･犀笥

内 容 事務員の雇用（ 3月分）
年月 日 令和子年評31日～令和 隼 月 日 金額 /妬o〆っ円

目的

使途

関連性

、､ﾛ貝↓Ⅸ琴白旧ｲギグ

別紙のとおり

粟分の理由
全て政務活動にかかる

ものである。

1副X青…{aノ

1ケ6 グ
ー

""0
円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

/夕〃'〃 円



30銅×kOo･円=j"､’"0月

呼鯛×/<りり"月=〃."”円

％嫁間×/<0“円＝邪､"“月

％鏑×/<""〃＝泓､ｸoo"
月

令和4年 氏名 支払額 領収印

『~月 ■■■■ ｼ〃"汐 ■
令和4年 氏名 支払額 領収印

月 ■■■■ 一‐ ■
令和4年 氏名 支払額 領収印

7月 ■■■■ ■
令和4年 氏名 支払額 領収印

8ン 月 ■■■■ 弧?'〃 ■■
令和4年 氏名 支払額 領収印

r月 l■■■
／

3Qp'
ク ■


